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１【提出理由】

　平成27年６月17日開催の当社第93回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成27年６月17日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

　当社普通株式１株につき金３円

 

第２号議案　吸収分割契約承認の件

平成28年４月１日をもって持株会社体制へ移行するため、当社（同日付で「京阪ホールディングス株

式会社」に商号変更）の営む各事業のうち、鉄軌道事業および遊園地業に関して有する権利義務を京

阪電気鉄道分割準備株式会社（同日付で「京阪電気鉄道株式会社」に商号変更）に吸収分割の方法に

より承継する。

 

第３号議案　定款一部変更の件

１．持株会社体制移行に伴い、平成28年４月１日を効力発生日として、第１条の商号および第２条の

事業目的について、所要の変更をおこなう。

２．事業の拡充、多様化に備えるため、第２条の事業目的を追加する。

 

第４号議案　取締役７名選任の件

取締役として、加藤好文、下條弘、三浦達也、太刀川克己、前田佳彦、佃和夫および北修爾を選任す

る。

 

第５号議案　監査役１名選任の件

監査役として、長濱哲郎を選任する。

 

第６号議案　買収防衛策のための新株予約権無償割当ての委任の件

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を更新するため、新株予約権無償割当てに関

する事項を決定する権限を当社取締役会に委任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 371,658 721 361 （注）１ 可決（96.71％）

第２号議案 371,299 870 574 （注）２ 可決（96.62％）

第３号議案 370,940 1,275 574 （注）２ 可決（96.51％）

第４号議案    （注）３  

加藤 好文 369,670 2,710 361  可決（96.19％）

下條 弘 370,707 1,673 361  可決（96.46％）

三浦 達也 370,642 1,738 361  可決（96.45％）

太刀川 克己 370,665 1,715 361  可決（96.45％）

前田 佳彦 370,413 1,967 361  可決（96.39％）

佃 和夫 370,568 1,812 361  可決（96.43％）

北 修爾 370,736 1,644 361  可決（96.47％）

第５号議案    （注）３  

長濱 哲郎 366,027 6,354 361  可決（95.25％）

第６号議案 314,998 57,218 574 （注）１ 可決（81.96％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ

とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反

対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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